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安
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衆
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議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
務
台
政
務
官
の
岩
手
県
岩
泉
町
視
察
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
務
台
政
務
官
の
岩
手
県
岩
泉
町
視
察
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
八
年
九
月
一
日
の
岩
手
県
下
閉
伊
郡
岩
泉
町
に
お
け
る
現
地
調
査
の
際
に
は
、
長
靴
は
用
意
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
が
、
安
全
靴
を
着
用
し
て
い
た
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
風
水
害
に
よ
る
被
災
地
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務

大
臣
、
副
大
臣
、
内
閣
官
房
副
長
官
又
は
大
臣
政
務
官
を
政
府
職
員
が
背
負
っ
た
事
例
に
つ
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ

た
現
地
調
査
で
の
務
台
内
閣
府
大
臣
政
務
官
の
も
の
を
除
き
、
承
知
し
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
対
応
に
つ
い
て
は
、被
災
地
や
被
災
者
の
心
情
へ
の
配
慮
に
欠
け
た
不
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。


